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規則第規則第規則第規則第２２２２号号号号    

 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則を廃止する規則を次のように定める。 

  平成２３年２月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則を廃止する規則 

 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則（平成１３年規則第１５－３）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第３３３３号号号号    

 大和高田市訪問看護ステーション条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年２月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市訪問看護ステーション条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市訪問看護ステーション条例施行規則（平成１０年規則第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

 （９） ターミナルケア 

第２条の次に次の１条を加える。 

 （運営の方針） 

第２条の２ ステーションは、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復

を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援しなければならない。 

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

第３条中「その他看護師及び保健師等を置く」を「ステーションの実情に応じた員数の看護師、保

健師、事務職員その他の職員を置くものとする」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 職員の職務内容は、次のとおりとする。 

（１） 管理者は、ステーションの管理運営業務を統括する。 

（２） 看護師、保健師は、訪問看護を提供し、その結果の記録及び報告を行う。 

（３） 事務職員は、ステーションの管理運営業務に係る事務を行う。 

（４） その他の職員は、訪問看護に必要な業務を行う。 

第８条の見出しを「（利用料等）」に改め、同条中「及びその他利用料」を「、その他利用料等」

に改め、同条第２号ア及びイ中「３０分につき７５０円」を「１５分につき７００円」に改め、同号

ウ中「交通費」の次に「（有料駐車場を利用した場合は、当該駐車料金を含む。）」を加え、「１回

につき３００円」を「実費相当額」に改め、同条に次の２項を加える。 

２ 前項に掲げるもののほか、訪問看護事業の利用に要する費用は、その都度市長が定める。 

３ 前２項の利用料等の支払を受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対して文書で説明

した上で支払に同意する旨の文書に記名押印を受けなければならない。 

第９条中「第８条に規定する利用料」を「前条に規定する利用料等」に改める。 

 第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。 

 （通常の事業の実施地域） 

第１２条 通常の事業の実施地域は、大和高田市の区域とする。ただし、市長が特に必要があると認

規規規規    則則則則    
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める場合は、この限りでない。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第４４４４号号号号    

 大和高田市保育所条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市保育所条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市保育所条例施行規則（平成１７年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１３条第２項中「９日」を「１０日」に改める。 

 様式第２号備考中「９日」を「１０日」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和高田市保育所条例施行規則の規定は、平成２３年４月分以降の保育料の徴収から適

用し、同年３月分までの保育料の徴収については、なお従前の例による。 

 

規則第規則第規則第規則第５５５５号号号号    

 大和高田市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。 

  平成２３年２月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則の一部を改正する規則 

 大和高田市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則（平成１８年規則第３７号－２）

の一部を次のように改正する。 

 別表第２第７級の項第１２号中「女子の外貌（ぼう）」を「外貌」に改め、同表第９級の項中第１

６号を第１７号とし、第１５号の次に次の１号を加える。 

 １６ 外貌に相当程度の醜状を残すもの 

 別表第２第１２級の項第１４号中「男子の外貌（ぼう）に著しい」を「外貌に」に改め、同項第１

５号を削り、同表第１４級の項第１０号を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 大和高田市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第５号。以下「条例」という。）第５

条第３項に規定する非常勤消防団員等（以下「非常勤消防団員等」という。）が公務により、若し

くは消防作業若しくは水防（以下「消防作業等」という。）に従事し、若しくは救急業務に協力し

たことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に

変更があったときに存した障害に係る大和高田市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関

する規則別表第２の規定の適用については、なお従前の例による。 

３ 非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に
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協力したことにより、死亡した場合（施行日以後に条例第１１条第１項第４号に規定する夫、子、

父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第１２条第４項に規

定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第２号に該当するに至っ

たときを除く。）又は施行日前に条例第１６条第２号に該当することとなった場合における当該非

常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。 

４ 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したこ

とにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成２２年６月１０日から施行日の前日までの間に治

ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において

変更があったときに存した障害（この規則による改正前の大和高田市非常勤消防団員等に係る損害

補償の支給等に関する規則（以下「旧規則」という。）別表第２第１２級の項第１４号又は第１４

級の項第１０号に該当するものに限る。）については、附則第２項の規定にかかわらず、それぞれ

当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、この規則による改正後の大和高田

市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則（以下「新規則」という。）別表第２の

規定を適用する。 

５ 非常勤消防団員等が平成２２年６月１０日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消

防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間に

おいて条例第１６条第２号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に

障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害（旧規則別表第２第１２級の項第１４号又は第

１４級の項第１０号に該当するものに限る。）又は当該期間において条例第１１条第１項第４号の

夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害（旧規

則別表第２第１２級の項第１４号又は第１４級の項第１０号に該当するものに限る。）の状態の評

価については、附則第３項の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は

当該変更があった日から新規則別表第２の規定を適用する。 

 

 

 

訓令第訓令第訓令第訓令第１１１１号号号号    

 大和高田市住民情報システム等再構築業務委託事業者選定委員会設置要綱の一部を改正する訓令

を次のように定める。 

  平成２３年１月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市住民情報システム等再構築業務委託事業者選定委員会設置要綱の一部を改正する訓

令 

 大和高田市住民情報システム等再構築業務委託事業者選定委員会設置要綱（平成２２年訓令第１４

号）の一部を次のように改正する。 

 第６条に次の１項を加える。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員の一部をもって会議を開催することができる。 

 第７条中「広報情報課」の次に「又は該当システムの担当課」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

 

 

 

告示第告示第告示第告示第５５５５号号号号    

訓訓訓訓    令令令令    

告告告告    示示示示    
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 平成２２年度後期高齢者医療保険料納入通知書を郵送にて送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（平成１８年６

月法律８３号）第１１２条（地方税法昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定を準用）の規

定により、次のとおり公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は保険医療課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればい

つでも交付します。 

  平成２３年２月２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この納入通知書の発送年月日 

 平成２２年７月９日（番号１～２） 

２ この公示送達により変更する納期限 

変更前 平成２２年８月２日  平成２２年８月３１日  平成２２年９月３０日 

変更後 平成２３年３月１日  平成２３年３月１日   平成２３年３月１日 

 

変更前 平成２２年１１月１日  平成２２年１１月３０日  平成２２年１２月２７日 

変更後 平成２３年３月１日   平成２３年３月１日    平成２３年３月１日 

 

変更前 平成２３年１月３１日 

変更後 平成２３年３月１日 

３ 送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

告示第告示第告示第告示第６６６６号号号号    

    住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができると共に、当該異議申立ての決定に不服があるとき

は、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請求

をすることができる。 

  平成２３年２月３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１.職権消除日     平成２３年２月３日 

２.職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

告示第告示第告示第告示第７７７７号号号号    

 大和高田市老人保護措置費支弁要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年２月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市老人保護措置費支弁要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市老人保護措置費支弁要綱（平成１８年告示第１０２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「次の各号」を「次に掲げる事務費」に改め、同条第１項第２号中「老人短期入所加算及

び」を「老人短期入所加算、スプリンクラー設置加算及び」に改め、同項同号の表中「５，２０４，

０００円」を「５，４５９，０００円」に、「「ボイラー及び圧力容器安全規則」」を「ボイラー及
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び圧力容器安全規則」に、「有するもの」を「有する者」に、「老人短期入所加算及び」を「老人短

期入所加算、スプリンクラー設置加算及び」に改め、 

「 

老 人 短

期 入 所

加算 

対 象 者

１ 人 当

た り の

日額 

３００円 要支援又は要介護非該当者で、高齢者虐待

等により在宅において生活することが一

時的に困難となった者であって、介護保険

の短期入所生活介護等の利用や、やむを得

ない事由による短期入所の措置が著しく

困難であるものが入所している施設 

                                       」の次に 

「 

ス プ リ

ン ク ラ

ー 設 置

加算 

一般事務費及び特別事

務費（ただし、民間施設

給与等改善費、介護保険

料加算、老人短期入所加

算、スプリンクラー設置

加算及び介護サービス

利用者負担加算を除

く。）の合計額に、０．

３％を乗じて得た額（１

０円未満は、四捨五入す

る。） 

スプリンクラー設備（消防法施行令（昭和３

６年政令第３７号）、消防法施行規則（昭和

３６年自治省令第６号）に定める設備、設置

基準及び「既存の社会福祉施設に対する消防

用設備等の技術上の特例基準の適用につい

て」（昭和６２年１０月２７日消防予第１８

９号消防庁予防課長通知）に基づくスプリン

クラー設備をいう。）を設置している施設と

して市長が認定した施設 

                                       」を加え、 

「 

対象者が支払うべき介護保険サービス

の利用者負担額に、老人福祉法に基づ

く措置費用の徴収に関する規則（昭和

５５年規則第１０号）の別表第１に掲

げる対象収入による階層区分に応じて

別表第７に定める割合を乗じて得た額

（１０円未満は、四捨五入する。） 

介護サービスを利用する養護老

人ホーム被措置者が入所してい

る施設として市長が認定した施

設 

                                    」を 

「 

対象者が支払うべき介護保険サービス

の利用者負担額に、老人福祉法に基づ

く措置費用の徴収に関する規則の別表

第１に掲げる対象収入による階層区分

に応じて別表第７に定める割合を乗じ

て得た額（１０円未満は、四捨五入す

る。） 

介護サービスを利用する養護老

人ホーム被措置者が入所してい

る施設として市長が認定した施

設 

                                    」に改める。 

 別表第１（１）中 

「 

 

 

 

 

 

」を 

１３３，７００ １２３，７００ 

８９，５００ ８２，５００ 

８２，２００ ７６，１００ 

７６，３００ ７０，８００ 

６４，４００ ５９，７００ 
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「 

１３８，１００ １２８，１００ 

９２，４００ ８５，４００ 

８４，８００ ７８，７００ 

７９，１００ ７３，６００ 

６６，７００ ６２，０００ 

                     」に改め、 

同表（１）－２中 

「 

 

 

                     」を 

「 

５０，０００ ４３，４００ 

３３，３００ ２８，９００ 

３６，３００ ３２，５００ 

４０，７００ ３７，２００ 

３１，７００ ２８，８００ 

                     」に改める。 

附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第８８８８号号号号    

 屋外広告物法第８条の規定により、次のとおり違反広告物を保管しましたので告示します。 

平成２３年２月７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

整理

番号 
名   称 種 類 数量 設置場所 除却日 保管開始日 保管場所 

１ 昇陽ハウジング はり札 １１ 市内 ２／３ ２／３ 市役所西駐車場 

２ 東武建設 のぼり ４ 市内 ２／３ ２／３ 市役所西駐車場 

３ しずか楼 はり札 １ 市内 ２／３ ２／３ 市役所西駐車場 

４ （株）エステートフジ はり札 １ 市内 ２／３ ２／３ 市役所西駐車場 

５ 綿松ハウジング はり札 ６ 市内 ２／３ ２／３ 市役所西駐車場 

６ ホームソリュージョン はり札 １ 市内 ２／３ ２／３ 市役所西駐車場 

７ ＨＯＴＥＬラピ はり札 ４ 市内 ２／３ ２／３ 市役所西駐車場 

８ 東武建設 はり札 ３ 市内 ２／３ ２／３ 市役所西駐車場 

９ 

不動産 

０９０－５０４０－３

０８７ 

立看板 １ 市内 ２／３ ２／３ 市役所西駐車場 

４８，１００ ４１，５００ 

３２，１００ ２７，７００ 

３４，９００ ３１，１００ 

３９，２００ ３５，７００ 

３０，５００ ２７，６００ 
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問い合わせ先  環境建設部 都市計画課   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１  

 

告示第告示第告示第告示第９９９９号号号号    

    住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができると共に、当該異議申立ての決定に不服があるとき

は、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請求

をすることができる。 

  平成２３年２月７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１.職権消除日     平成２３年２月７日 

２.職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

告示第告示第告示第告示第１０１０１０１０号号号号    

 大和高田市公共下水道の供用及び処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９

条の規定により下記のとおり告示する。 

 その関連図面は、平成２３年２月１０日から２週間、上下水道部下水道課に備え置いて縦覧に供す

る。 

  平成２３年２月１０日 

                            大和高田市長  吉 田 誠 克   

記 

１ 供用及び処理を開始する年月日 

  平成２３年２月２５日 

２ 供用及び処理を開始する区域 

  高田川第３－１処理分区 市場 

  高田川第５処理分区   春日町１丁目・春日町２丁目・磯野南 

  高田川第６処理分区   中今里町・旭北町・田井新町 

  高田川第７処理分区   土庫１丁目・土庫２丁目・土庫・池田・築山・大谷・日之出西本町 

３ 供用を開始する排水施設の区域 

  大和高田市全図参照（１:１０，０００） 上下水道部下水道課にて縦覧 

４ 供用を開始する排水施設の分流式又は合流式の別 

  分流式 

５ 終末処理場 

  奈良県北葛城郡広陵町大字萱野４６０  奈良県第２浄化センター 

 

告示第告示第告示第告示第１１１１１１１１号号号号 

 最終差押予告書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、

送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり

公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付します。 

  平成２３年２月１６日 
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                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 差押調書の発送年月日   平成２３年２月３日 

２ 送達を受けるべき者    市役所前の掲示場に掲示済み。 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第１２１２１２１２号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２３年２月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２３年２月２８日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２２年１１月１日、同月４日、同月９日、同月１５日、同月１７日、同月２４日、同月３０

日 

 

告示第告示第告示第告示第１３１３１３１３号号号号    

 住宅改修費給付事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年２月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   住宅改修費給付事業実施要綱の一部を改正する告示 

住宅改修費給付事業実施要綱（平成１２年告示第６９－３号）の一部を次のように改正する。 

題名を「大和高田市住宅改修費給付事業実施要綱」に改める。 

第１条中「要綱」を「告示」に、「在宅重度障害者等日常生活用具給付事業実施規則（平成１２年

規則第４７号）第１０条第１項第２号の規定により」を「大和高田市障害者自立支援法施行細則（平

成１８年規則第４０号－４）第１８条第１項第２号に規定する日常生活用具給付事業のうち」に、「関

し」を「ついて」に改める。 

第２条を次のように改める。 

 （給付対象者） 

第２条 住宅改修費の給付を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、本市に居住する

下肢機能障害又は体幹機能障害若しくは移動機能障害の３級以上の身体障害者又は６歳以上の身

体障害児（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障害

者手帳の交付を受けた者をいう。）とする。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢機能障

害（乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害を含む。）２級以上の身体障害者又は６

歳以上の身体障害児に限る。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。 

（１） 対象者又は対象者と同一世帯に属する者のうち障害者自立支援法施行令（平成１８年政令
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第１０号）第４３条の２第１項で定める者の所得が、同条第２項に定める基準以上であるもの 

 （２） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により住宅改修費の支給を受けることがで

きる者 

（３） 住宅改修費の支給を既に受けた者 

第３条の見出しを「（住宅改修の範囲）」に改め、同条中「居宅生活動作補助用具の購入に係る費

用及び住宅改修に係る費用」を「もの」に、「床段差」を「段差」に改める。 

第４条中「給付要件は」を「給付は」に改める。 

第５条第１項中「定める居宅生活動作補助用具の購入に係る費用及び住宅改修に係る費用の範囲

内」を「規定する住宅改修に係る費用の範囲内とし、２０万円を限度」に改め、同項ただし書を削る。 

第６条中「希望する者」を「受けようとする対象者又はその者を扶養する者」に改め、同条第１号

を次のように改める。 

 （１） 工事前の写真 

第７条を次のように改める。 

 （決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、調査書（様式第２号）を作成した上で住宅

改修費の給付の可否を審査し、住宅改修費を給付することを決定したときは住宅改修費給付決定通

知書（様式第３号）及び住宅改修費給付券（様式第４号。以下「給付券」という。）を、住宅改修

費を給付しないことを決定したときは住宅改修費給付却下決定通知書（様式第５号）を申請者に交

付するものとする。 

２ 前項の規定により給付券の交付を受けた者（以下「受給者」という。）は、住宅改修工事を請け

負う事業者（以下「事業者」という。）に当該給付券を提出して居宅生活動作補助用具の購入及び

改修工事を行うものとする。 

 第９条を次のように改める。 

 （費用の負担及び支払） 

第９条 受給者は、当該住宅改修費の給付に要する費用の１００分の１０に相当する額（以下「自己

負担額」という。）を事業者に支払わなければならない。ただし、自己負担額が別表に定める額（以

下「負担上限月額」という。）を超えるときは、当該負担上限月額を支払うものとする。 

２ 事業者は、住宅改修の工事を完了したときは、当該住宅改修費の給付に要した費用から前項の自

己負担額を控除して得た額（以下「公費負担額」という。）を市長に請求するものとする。この場

合において、事業者は、当該住宅改修費に係る給付券を請求書に添付しなければならない。 

３ 市長は、事業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、公費負担額を事業者に支払うものとする。 

第１２条中「その他この要綱に定めるもののほか、」を「この告示に定めるもののほか」に改め、

「その都度」を削る。 

様式第１号から様式第５号までを次のように改める。 

様式第１号（第６条関係） 

 
住宅改修費給付申請書 

第   号 
年  月  日 

大和高田市社会福祉事務所長 殿 
申請者 
住所 
氏名          印 
（対象者との続柄） 
電話 

住宅改修費の給付を受けたいので、次のとおり申請します。なお、当該申請に係る決定を



平成２３年３月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６６号 

 12

するために私の世帯の住民登録資料、税務資料等について、各関係機関に対して調査、照会及

び閲覧することを承諾します。 

対
象
者
 

住 所  

フリガナ 
氏 名 

 

生年月日     年  月  日 性別 男・女 電話 
 

身体障害者手帳 
障害名 

手帳番号     第    号 交付年月日   年  月  日 

障害種別 第     種    級 

世
帯
の
状
況
 

氏 名 対象者との続柄 生年月日 職業 備考 

     

給付を希望する理由 
 

改
修
工
事
内
容
 

区         分 居宅生活動作補助用具 

１ 手すりの取付け  ２ 段差の解消 
３ 床材の変更    ４ 扉の取替え 
５ 便器の取替え 
６ その他（             ） 

１ 便器 
２ 手すり 
３ スロープ 
４ その他（       ） 

現在の住まいの
状況 

住
宅
 

１自 宅 
２借 家 

借家の場合 
貸主諾否 

１承 諾 
２ 否 

浴
槽
 

１ 有 
２ 無 

便
器
 

１和式 
２洋式 
３携帯用 

現 在 の 介
護の状況 

入
 
浴
 

１他人の介護が必要 
２清拭のみ 
３入浴清拭ともしていない 

４自分でできる 

排
 
便
 

１他人の介護が必要 
２便器（携帯用）使用 
３自分でできる 

移
 
動
 

１車椅子使用 
２他人の介助を
必要（一部・全部） 

３自分でできる 

様式第２号（第７条関係） 
調査書（住宅改修費給付事業） 

 
 

申 請 書 受 理 番 号

年 月 日

 
番号 

年 月 日 

 
申 請 者 

氏 名 

 
 
対象者と

の 続 柄 

 

対
象
者
 

 
氏 名  

 
男・女 

 
生年月日 

 
年   月   日 

 
住 所 

 
 

 
身体障害者 

手帳番号 
第   号 障害名  

障害 

等級 

 

第  種  級 

世
帯
員
の
状
況
 

氏名 年齢 

 
対象者と

の続柄 

 
課税

区分 

市民税所得割 

（円） 

非課税収入状況等 

（円） 
備考 

       

 
住まいの状況 

 
  １．自家    ２．借家（貸主の諾否） 
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住宅改修費給付の必

要の有無 

 
１ 有 

２ 無 

 
給付する 

（しない）理由 

 

住宅改修工事の内容 

 
 

予定価格     円 

 
給付を受ける者又は扶養する

者が支払うべき額 
    円 公費負担予定額     円 

 
所得区分 

 
Ａ 

 
一般 

 
Ｂ 

 
低所得２ 

 
Ｃ 

 
低所得１ 

 
Ｄ

 
生活保護 

 
負担上限月額 

 
円        残額        円 

その他特記事項 
 

調査員 役職名 

年  月  日 

氏名           印 

様式第３号（第７条関係） 

住宅改修費給付費決定通知書 

第   号 

年  月  日 

様 

大和高田市社会福祉事務所長 印  

 先に申請のありました住宅改修費の給付について、下記のとおり決定しましたので 

通知します。 

給付番号 第     号 

 
給付決定 

年月日 
   年   月   日 

対象者氏名  

 
身体障害者 

手帳番号 
 

 
改修する住宅の住所 
 

 

住宅改修 

工事の内容 

 

 
事業者名 

 
 

 
事業者の所在地 

 
 

価 格    円 

 
給付を受ける者

又は扶養する物

が支払うべき額 

    円 

公 費

負 担

額 

    円 

注意事項 

１ 住宅費改修費の給付は、給付対象者１人につき１回限りですので、この

給付決定後に再び住宅改修費の給付を受けることはできません。 

２ 給付された居宅生活動作補助用具をその目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、転貸し、又は担保に供することは、固く禁じられています。違反

した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還してもらうこ

とがあります。 

様式第４号（第７条関係） 

住宅改修費給付券 

①給付番号 第     号 ②給付券発行年月日      年  月  日 
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③対象者氏名  ④生年月日 年  月  日生 

⑤住   所  

⑥扶養する者の氏名  ⑦対象者との続柄  

⑧住宅改修工事の内

容 

 

⑨価 格 円 

⑩給付を受け

る者又は扶養

する物が支払

うべき額 

円 ⑪公費負担額 円 

⑫工事事業者名  

⑬事業者の所在地  

⑭この券の有効期限 
受給者が事業者 

に提示する期限 
年  月  日 

事業者の公費

支払請求期限 
年  月  日 

上記のとおり決定する 

年  月  日 

大和高田市社会福祉事務所長 印 

⑮改修工事の完了した日 

⑯住宅改修費の給付を受

けた者又は扶養する者か

ら受領した額 

⑰事業者名及び⑯の額を受領した年

月日 

年  月  日 円 
印 

年  月  日 

⑱住宅改修費受給

者の氏名 

記入年月日  年 月 日 

          印 
⑲検収者 

確認年月日  年 月 日 

職 名 

氏 名        印 

⑳その他特記事項 

 

（注） 本表の①～⑭⑲⑳は大和高田市が、⑮～⑰は住宅改修工事をした事業者が、⑱は住宅改修費

の給付を受けた者又は扶養する者が記入すること。なお、⑮⑱⑲については工事完了後に記入

すること。 

様式第５号（第７条関係） 

住宅改修費給付却下通知書 

第   号 

年  月  日 

様 

大和高田市社会福祉事務所長 印 

   年  月  日に申請がありました住宅改修費の給付につきましては、審査の結果却下するこ

とに決定しましたので通知します。 

１．申請事項 

 

２．却下の理由 

  

 （教示） 
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１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日

以内に、大和高田市長に対して異議申立てすることができます（なお、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経

過すると異議申立てをすることができなくなります。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和

高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の異議申立てをした場合には、当

該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消

しの訴えを提起することができます。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第９条関係） 

所得区分 対象者世帯の階層 負担上限月額 

Ａ 

（一般） 
ＢからＤまでに掲げる者以外のもの ３７，２００円 

Ｂ 

（低所得２） 

Ｃ及びＤに掲げる者以外のものであって次の１又は２に

該当するもの 

１ 市民税世帯非課税者（対象者又は対象者と同一世帯に

属する者のうち障害者自立支援法施行令第４３条の２第

１項で定めるものが住宅改修費の給付の申請のあった月

の属する年度（住宅改修費の給付の申請のあった月が４

月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税

法の規定による市民税所得割を課されていないものをい

う。以下Ｃにおいて同じ。） 

２ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が要保護者 

２４，６００円 

Ｃ 

（低所得１） 

市民税世帯非課税者であって次の１又は２に該当するも

の 

１ 住宅改修費の給付の申請のあった月の属する年の前年

（住宅改修費の給付の申請のあった月が１月から６月ま

での場合にあっては、前々年とする。）中の公的年金の

合計所得金額及び住宅改修費の給付の申請のあった月の

属する年の前年に支給された国民年金法に基づく障害基

礎年金等を合計した金額の合計金額８０万円以下である

者 

２ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が要保護者 

１５，０００円 

Ｄ 

生活保護 

対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が被保護者又

は要保護者 
０円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和高田市住宅改修費給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされた

給付の申請から適用し、同日前になされた給付の申請については、なお従前の例による。 

 

告示第告示第告示第告示第１４１４１４１４号号号号    

 点字図書給付事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年２月１６日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

   点字図書給付事業実施要綱の一部を改正する告示 

点字図書給付事業実施要綱（平成１２年告示第６９－２号）の一部を次のように改正する。 

題名を「大和高田市点字図書給付事業実施要綱」に改める。 

第１条中「要綱」を「告示」に、「在宅重度障害者等日常生活用具給付事業実施規則（平成１２年

規則第４７号）第１０条第１項第１号の規定により」を「大和高田市障害者自立支援法施行細則（平

成１８年規則第４０号－４）第１８条第１項第２号に規定する日常生活用具給付事業のうち」に改め

る。 

第２条中「主に、情報の入手を点字によっている大和高田市に住所を有する視覚障害児及び視覚障

害者」を「本市に居住し、視覚障害の身体障害者手帳を有する者であって、主に、情報の入手を点字

によって行っている者」に改める。 

第５条中「別表に定める」を「厚生労働省が指定する」に改める。 

第９条中「その他この要綱に定めるもののほか、」を「この告示に定めるもののほか」に改める。 

様式第１号から様式第４号までを次のように改める。 

様式第１号（第６条関係） 

点字図書給付台帳申請登録書 

年  月  日 

大和高田市社会福祉事務所長 殿 

申請者 

住所 

氏名          印 

（対象者との続柄） 

電話 

点字図書の給付を希望し、大和高田市点字図書給付事業実施要綱第６条第１項により点字図書

給付台帳への登録を申請します。 

対
象
者
 

 
住 所  

 
フリガナ 

氏 名 

 

 
生年月日 

 
年  月  日 

 
性別 

 
男・女 

 
電話 

 

身体障害者手帳 

障 害 名 

 
手帳番号 

 
第    号 

 
交付年月日 

 
年  月  日 

障害種別     第    種    級 

備  考 
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様式第２号（第６条関係） 

第   号 

年  月  日 

点字図書給付台帳登録・却下通知書 

           様 

大和高田市社会福祉事務所長  印 

   年  月  日付で申請のあった点字図書給付台帳への登録については、次の通り通 

知します。 

□ 当該申請の審査の結果、点字図書給付台帳への登録を決定します。 

□ 当該申請の審査の結果、点字図書給付台帳への登録を却下します。 

却下理由 

 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に、大和高田市長に対して異議申立てすることができます（なお、この決定

があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この決定の日の翌

日から起算して１年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。）。 
２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、大和高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長と

なります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算

して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記１の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを

知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 

様式第３号（第６条関係） 

 

点字図書給付台帳 

給付対象者 

氏名 男・女 生年月日 

住所 電話番号 

身体障害者手帳番号 

     第       号 

交付年月日 

年  月  日 

障害種別  

第   種   級  

申請者 
氏名 給付対象者との続柄 

住所 電話番号 

 

年月日 給付図書 巻数 出版施設 価格 自己負担額 公費負担額 
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様式第４号（第７条関係） 

点字図書発行証明書 

給付対象者 

 氏 名 

 住 所 

給付申請者 

 氏 名 

 住 所 

 電話番号 

給付申請図書 

 図書名 

 出版施設名 

 価 格 

巻 数 

自己負担額 

給付証明書 

 上記の点字図書を給付することを証明します。 

年  月  日 

大和高田市社会福祉事務所長  印 

別表を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和高田市点字図書給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされた給

付の申請から適用し、同日前になされた給付の申請については、なお従前の例による。 

 

告示第告示第告示第告示第１５１５１５１５号号号号    

 大和高田市日常生活用具給付事業実施要綱を次のように定める。 

  平成２３年２月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市日常生活用具給付事業実施要綱 

 大和高田市日常生活用具給付事業実施要綱（平成１８年告示第１２３号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この告示は、大和高田市障害者自立支援法施行細則（平成１８年規則第４０号－４）第１８

条第１項第２号に規定する日常生活用具給付事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

（給付の対象者） 

第２条 日常生活用具（以下「用具」という。）の給付を受けることができる者（以下「対象者」と

いう。）は、別表第１の対象者の欄に掲げる要件を満たす者であって、次の各号のいずれかに該当

するものとする。 

（１） 本市に居住する者 

（２） 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第１９条第３項に規定する特定施設入所
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障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に本市に居住していたもの。ただし、他の

市町村で用具の給付の決定を受けている者を除く。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。 

（１） 対象者又は対象者と同一世帯に属する者のうち障害者自立支援法施行令（平成１８年政令

第１０号。以下「令」という。）第４３条の２第１項で定める者の所得が、同条第２項に定める

基準以上であるもの 

（２） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により別表第１に掲げる用具と同等の性能

を有する用具の購入費の支給を受けることができる者 

（３） 本市に所在する特定施設に入所する者であって、当該施設への入所前に本市に居住してい

なかったもの 

 （用具の種目等） 

第３条 給付の対象となる用具の種目、性能、限度額及び耐用年数は、別表第１のとおりとする。 

（給付の申請及び決定） 

第４条 用具の給付を受けようとする対象者又はその者を扶養する者（以下「申請者」という。）は、

日常生活用具給付申請書（様式第１号）により、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、調査書（様式第２号）を作成した上で用具の給

付の可否を審査し、用具を給付することを決定したときは日常生活用具給付決定通知書（様式第３

号）及び日常生活用具給付券（様式第４号。以下「給付券」という。）を、用具を給付しないこと

を決定したときは日常生活用具給付却下決定通知書（様式第５号）を申請者に交付するものとする。 

３ 前項の規定により給付券の交付を受けた者（以下「受給者」という。）は、用具納入事業者（以

下「事業者」という。）に当該給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。 

４ 用具の給付は、受給者１人につき別表第１の種目の欄に掲げる同一種目１件を限度とする。この

場合において、訓練用ベッドは特殊寝台と、ネブライザー・吸引両用器はネブライザー（吸入器）

及び電気式たん吸引器と同一種目とする。 

（排泄管理支援用具の特例） 

第５条 前条第４項の規定にかかわらず、別表第１の種別の欄に掲げる用具のうち、排泄管理支援用

具（収尿器を除く。）に係る給付券については、次の各号のいずれかに定めるところにより交付す

ることができるものとする。 

（１） 暦月を単位とし、１月分ごとに給付券を１枚交付すること。 

（２） ２月分ごとに給付券を１枚交付することとし、申請１回につき給付券を３枚（６月分）ま

で一括交付すること。 

（費用の負担及び支払） 

第６条 受給者は、当該用具の給付に要する費用の１００分の１０に相当する額（以下「自己負担額」

という。）を事業者に支払わなければならない。ただし、自己負担額が別表第２に定める額（以下

「負担上限月額」という。）を超えるときは、当該負担上限月額を支払うものとする。 

２ 事業者は、用具の給付が完了したときは、当該用具の給付に要した費用から前項の自己負担額を

控除して得た額（以下「公費負担額」という。）を市長に請求するものとする。この場合において、

事業者は、当該用具に係る給付券を請求書に添付しなければならない。 

３ 市長は、事業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、前項の公費負担額を事業者に支払うものとする。 

４ 用具の修理に係る費用は、受給者の負担とする。 

 （再給付の制限） 

第７条 受給者は、用具が故障等により使用不能な状態になり、かつ、別表第１の耐用年数の欄に定

める期間を経過していなければ、当該用具と同一種目の用具の再給付を申請することができない。

ただし、当該用具が災害又は盗難により滅失又は毀損し使用不能になったときは、この限りでない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の種目の欄に掲げる情報・通信支援用具については、再給付

は行わない。 

（管理義務等） 

第８条 受給者は、給付を受けた用具を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、用具の給付

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。 

（費用の返還） 

第９条 市長は、受給者が虚偽その他不正の手段により用具の給付を受けたとき又は前条の規定に違

反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を命じることができる。 

（関係帳簿の整備） 

第１０条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を備え、必要事項を

記載しておかなければならない。 

 （補則） 

第１１条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和高田市日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされ

た給付の申請から適用し、同日前になされた給付の申請については、なお従前の例による。 

別表第１（第２条－第５条、第７条関係） 

種別 種目 対象者 性能 限度額 耐用年数 

介護・訓

練用支

援用具 

特殊寝台 

 

下肢機能障害又は体幹機能障害若

しくは移動機能障害の２級以上の

身体障害者（身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第１５

条第４項の規定により身体障害者

手帳の交付を受けた者をいう。以

下この表において同じ。） 

腕、脚等の訓練のでき

る器具を付帯し、原則

として頭部及び脚部

の傾斜角度を個別に

調整できる機能を有

するもの 

154,000円 ８年

特殊マット 次のいずれかに該当する者 

（１） 下肢機能障害又は体幹機

能障害若しくは移動機能障害の

１級以上の身体障害者（１８歳

以上の者に限る。）であって、

常時介護を要するもの 

（２） 下肢機能障害又は体幹機

能障害若しくは移動機能障害の

２級以上の身体障害者（３歳以

上１８歳未満の者に限る。）で

あって、常時介護を要するもの 

（３） Ａ１（最重度）又はＡ２

（重度）の知的障害者（療育手

帳制度要綱（昭和４８年９月２

７日厚生省発児第１５６号厚生

事務次官通知）に基づく療育手

帳の交付を受けた者をいう。以

下この表において同じ。）（３

歳以上の者に限る。） 

じょくそうの防止又

は失禁等による汚染

又は損耗を防止でき

る機能を有するもの 

19,600円 ５年
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特殊尿器 下肢機能障害又は体幹機能障害若

しくは移動機能障害の１級の身体

障害者（６歳以上の者に限る。）

であって、常時介護を要するもの 

尿が自動的に吸引さ

れるもので、障害者又

は介護者が容易に使

用できるもの 

67,000円 ５年

  入浴担架 下肢機能障害又は体幹機能障害若

しくは移動機能障害の２級以上の

身体障害者（３歳以上の者に限

る。）であって、入浴に当たり家

族等他人の介助を要するもの 

障害者を担架に乗せ

たままリフト装置に

より入浴させるもの 

82,400円 ５年

  体位変換器 下肢機能障害又は体幹機能障害若

しくは移動機能障害の２級以上の

身体障害者（６歳以上の者に限

る。）であって、下着交換等に当

たり家族等他人の介助を要するも

の 

空気パッド等を身体

の下に挿入すること

により、介助者が障害

者の体位を容易に変

換させることができ

るもの 

15,000円 ５年

  移動用リフ

ト 

下肢機能障害又は体幹機能障害若

しくは移動機能障害の２級以上の

身体障害者（３歳以上の者に限

る。） 

床走行式又は固定式

若しくは据置式等で

あって、障害者を移動

させるに当たり介助

者が容易に使用でき

るもの。ただし、天井

走行型その他住宅改

修を伴うものを除く。 

159,000円 ４年

  訓練椅子 下肢機能障害又は体幹機能障害若

しくは移動機能障害の２級以上の

身体障害者（３歳以上１８歳未満

の者に限る。） 

原則として付属のテ

ーブルを付けるもの 

33,100円 ５年

  訓練用ベッ

ド 

下肢機能障害又は体幹機能障害若

しくは移動機能障害の２級以上の

身体障害者（６歳以上１８歳未満

の者に限る。） 

腕又は脚の訓練がで

きる器具を備えたも

の 

159,200円 ８年

自立生

活支援

用具 

入浴補助用

具 

下肢機能障害又は体幹機能障害若

しくは移動機能障害のある身体障

害者であって、入浴に介助を要す

るもの（３歳以上の者に限る。） 

入浴時の移動、座位の

保持、浴槽への入水等

を補助でき、障害者又

は介助者が容易に使

用できるもの。ただ

し、設置に当たり住宅

改修を伴うものを除

く。 

90,000円 ８年

便器 下肢機能障害又は体幹機能障害若

しくは移動機能障害の２級以上の

身体障害者（６歳以上の者に限る。）

障害者が容易に使用

できるものであって、

次のいずれかの性能

を有するもの。ただ

し、設置に当たり住宅

改修を伴うものを除

く。 

（１） 和式便器の上

に置いて腰掛式に

変換するもの 

（２） 洋式便器の上

に置いて高さを補

9,850円 ８年
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うもの 

（３） 便座及びバケ

ツ等からなり移動

可能であるもの 

  Ｔ字状・棒状

のつえ 

平衡機能障害、下肢機能障害、体

幹機能障害又は移動機能障害のあ

る身体障害者（６歳以上の者に限

る。） 

Ｔ字状又は棒状のも

ので、障害者が容易に

使用できるもの 

4,460円 ３年

  移動・移乗支

援用具 

平衡機能障害、下肢機能障害、体

幹機能障害又は移動機能障害のあ

る身体障害者（３歳以上の者に限

る。）であって、家庭内の移動等

において介助を要するもの 

手すり、スロープ等で

あって、転倒予防、立

ち上がりの動作の補

助、移乗動作の補助、

段差解消等の性能を

有するもの。ただし、

設置に当たり住宅改

修を伴うものは除く。 

60,000円 ８年

  

  

  頭部保護帽 

  

次のいずれかに該当する者 

（１） 平衡機能障害、下肢機能

障害、体幹機能障害又は移動機

能障害のある身体障害者であっ

て、転倒等により頭部を強打す

るおそれのあるもの 

（２） Ａ１（最重度）又はＡ２

（重度）の知的障害者であって、

転倒等により頭部を強打するお

それのあるもの 

（３） 精神障害者（精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第１項に規定する精神

障害者保健福祉手帳の交付を受

けた者をいう。）であって、て

んかん発作等により頻繁に転倒

するもの 

転倒の衝撃から頭部

を保護できるもの（ヘ

ルメットを含む。） 

36,750円 ３年

  

  

  特殊便器（温

水洗浄便座）

次のいずれかに該当する者（６歳

以上の者に限る。）であって、訓

練を行っても自力での排便後の処

理が困難なもの 

（１） 上肢機能障害（乳幼児期

以前の非進行性の脳病変による

上肢機能障害を含む。）２級以

上の身体障害者 

（２） Ａ１（最重度）又はＡ２

（重度）の知的障害者 

温水温風が出るもの

で、障害者又は介助者

が容易に使用できる

もの。ただし、取替え

に当たり住宅改修を

伴うものを除く。 

151,200円 ８年

  火災警報器 次のいずれかに該当する者であっ

て、火災発生の感知及び避難が著

しく困難な者のみの世帯又はこれ

に準ずる世帯に属するもの 

（１） 障害等級２級以上の身体

障害者 

屋内の火災を煙又は

熱により感知し、音又

は光を発することで

火災の発生を知らせ

ることができるもの 

15,500円 ８年
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（２） Ａ１（最重度）又はＡ２

（重度）の知的障害者 

  自動消火器 次のいずれかに該当する者であっ

て、火災発生の感知及び避難が著

しく困難な者のみの世帯又はこれ

に準ずる世帯に属するもの 

（１） 障害等級２級以上の身体

障害者 

（２） Ａ１（最重度）又はＡ２

（重度）の知的障害者 

室内温度の異常上昇

又は炎の接触で自動

的に消火液を噴射し、

初期火災を消火でき

るもの 

28,700円 ８年

  電磁調理器 次のいずれかに該当する者 

（１） 視覚障害２級以上の身体

障害者であって、視覚障害者の

みの世帯又はこれに準ずる世帯

に属するもの 

（２） Ａ１（最重度）又はＡ２

（重度）の知的障害者であって、

知的障害者のみの世帯又はこれ

に準ずる世帯に属するもの 

電磁による調理器で

あって、障害者が容易

に使用できるもの 

41,000円 ６年

  歩行時間延

長信号機用

小型送信機 

視覚障害２級以上の身体障害者

（６歳以上の者に限る。） 

電波を利用して符号

を送ることで、歩行者

の前方の信号機の表

示する信号が青色で

ある時間を延長する

ことができるもの 

7,000円 １０年

  聴覚障害者

用屋内信号

装置 

聴覚障害２級以上の身体障害者で

あって、身体障害者のみの世帯又

はこれに準ずる世帯に属するもの 

音や音声等の情報を

視覚又は触覚等の情

報に変換して発信す

る機能を有する装置

で、受信器と送信器と

を組み合わせたもの 

87,400円 ８年

在宅療

養等支

援用具 

透析液加湿

器 

腎臓機能障害３級以上の身体障害

者（３歳以上の者に限る。）であ

って、自己連続携行式腹膜灌流法

（ＣＡＰＤ）による透析療法を行

うもの 

透析液を加温し、一定

温度に保つもの 

51,500円 ５年

ネブライザ

ー（吸入器）

呼吸器機能障害３級以上又は音声

機能障害（咽頭又は喉頭摘出者に

限る）の身体障害者であって、ネ

ブライザー（吸入器）の使用が必

要と認められるもの 

噴霧した薬剤を経口

吸入するためのもの

であって、障害者が容

易に使用できるもの 

36,000円 ５年

電気式たん

吸引器 

 

次のいずれかに該当する者 

（１） 呼吸器機能障害３級以上

又は音声機能障害（咽頭又は喉

頭摘出者に限る。）の身体障害

者であって、電気式たん吸引機

の使用が必要と認められるもの 

（２） 前号に規定する身体障害

を有するとの医師の意見（身体

障害者福祉法第１５条第３項に

電気式ポンプによっ

てたんを吸引するた

めのものであって、障

害者が容易に使用で

きるもの 

56,400円 ５年
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基づく意見をいう。）を付され

て身体障害者手帳の交付を申請

中の者であって、医師の診断等

により電気式たん吸引機の使用

が緊急に必要であると認められ

るもの。ただし、入院又は入所

中の者は除く。 

ネブライザ

ー・吸引両用

器 

 

次のいずれかに該当する者 

（１） 呼吸器機能障害３級以上

又は音声機能障害（咽頭又は喉

頭摘出者に限る）の身体障害者

であって、ネブライザー（吸入

器）及び電気式たん吸引機の使

用が必要と認められるもの 

（２） 前号に規定する身体障害

を有するとの医師の意見（身体

障害者福祉法第１５条第３項に

基づく意見をいう。）を付され

て身体障害者手帳の交付を申請

中の者であって、医師の診断等

によりネブライザー（吸入器）

及び電気式たん吸引機の使用が

緊急に必要であると認められる

もの。ただし、入院又は入所中

の者は除く。 

ネブライザー（吸入

器）及び電気式たん吸

引器の機能を合わせ

もつもの 

72,450円 ５年

酸素ボンベ

運搬車 

呼吸器機能障害の身体障害者であ

って、医療保険における在宅酸素

療法を行うもの 

在宅酸素療法に使用

する酸素ボンベを運

搬するためのもの 

17,000円 １０年

  盲人用音声

式体温計 

 

視覚障害２級以上の身体障害者で

あって、視覚障害者のみの世帯又

はこれに準ずる世帯に属するもの

（６歳以上の者に限る。） 

検温結果を音声によ

り伝える機能を有す

るもので、視覚障害者

が容易に使用できる

もの 

9,000円 ５年

  盲人用体重

計 

視覚障害２級以上の身体障害者で

あって、視覚障害者のみの世帯又

はこれに準ずる世帯に属するもの

（６歳以上の者に限る。） 

計測結果を音声によ

り伝える機能を有す

るもの又は文字盤及

び針に直接触れるこ

とができる構造を有

するもので、視覚障害

者が容易に使用でき

るもの 

18,000円 ５年

情報・意

思疎通

支援用

具 

 

携帯用会話

補助装置 

肢体不自由（上肢機能障害、下肢

機能障害、体幹機能障害又は乳幼

児期以前の非進行性の脳病変によ

る運動機能障害をいう。）又は音

声機能障害若しくは言語機能障害

の身体障害者（６歳以上の者に限

る。）であって、発声・発語に著

しい障害を有するもの 

携帯式で、言葉を音声

又は文書に変換する

機能を有するもので

あって、障害者が容易

に使用できるもの 

98,800円 ５年
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情報・通信支

援用具 

上肢機能障害（乳幼児期以前の非

進行性の脳病変による上肢機能障

害を含む。）２級又は視覚障害２

級以上の身体障害者 

障害者がパソコンを

操作するために必要

となるパソコンの周

辺機器やアプリケー

ションソフト 

100,000円 なし

点字ディス

プレイ 

視覚障害２級以上及び聴覚障害２

級の身体障害者であって、点字デ

ィスプレイの使用が必要と認めら

れるもの 

文字等のコンピュー

タの画面情報を点字

等により示すことの

できるもの 

383,500円 ６年

点字器 視覚障害２級以上の身体障害者

（６歳以上の者に限る。） 

触覚で識別できる凸

点を組み合わせて構

成される点字を打つ

ための用具であって、

視覚障害者が容易に

使用できるもの 

10,400円 ５年

点字タイプ

ライター 

視覚障害２級以上の身体障害者で

あって、就労若しくは就学してい

るもの又は就労若しくは就学が見

込まれるもの 

点字の６点に対応し

たレバーを叩き、点字

のみで印字する機能

を有するものであっ

て、視覚障害者が容易

に使用できるもの 

63,100円 ５年

  視覚障害者

用ポータブ

ルレコーダ

ー 

視覚障害２級以上の身体障害者

（６歳以上の者に限る。） 

ＤＡＩＳＹ方式等に

よる録音及び録音さ

れた図書の再生が可

能な製品であって、視

覚障害者が容易に使

用し得るもの 

85,000円

 

６年

  視覚障害者

用活字文書

読上げ装置 

視覚障害２級以上の身体障害者

（６歳以上の者に限る。） 

文字情報を暗号化し

たものを読み取り、音

声信号に変換して出

力する機能を有する

もので、視覚障害者が

容易に使用できるも

の 

99,800円 ６年

  視覚障害者

用拡大読書

器 

視覚障害の身体障害者であって、

視覚障害者用拡大読書器の使用に

より文字等を読むことが可能にな

るもの（６歳以上の者に限る。） 

画像入力装置を読み

たいもの（印刷物等）

の上に置くことで、拡

大された画像（文字

等）を容易にモニター

等に映し出せるもの 

198,000円 ８年

  盲人用時計 視覚障害２級以上の身体障害者

（６歳以上の者に限る。） 

時刻を音声により伝

える機能を有するも

の（音声式）又は文字

13,300円 １０年
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盤及び針に直接触れ

て時刻を触読できる

もの（触読式）であっ

て、視覚障害者が容易

に使用できるもの 

  聴覚障害者

用通信装置 

聴覚障害又は音声機能障害若しく

は言語機能障害の身体障害者であ

って、コミュニケーション、緊急

連絡等の手段として聴覚障害者用

通信装置の使用が必要と認められ

るもの（６歳以上の者に限る。） 

一般の電話に接続す

ることができ、音声の

代わりに文字・映像等

により通信が可能な

機器であって、視覚障

害者が容易に使用で

きるもの 

71,000円 ５年

  聴覚障害者

用情報受信

装置 

聴覚障害の身体障害者であって、

テレビに字幕及び手話通訳がなけ

れば、テレビより情報を得られな

いもの（６歳以上の者に限る。） 

字幕及び手話通訳付

きの聴覚障害者向け

ＣＳ放送を受信する

機能を有するもの 

88,900円 ６年

  人工咽頭 咽頭を摘出した音声機能障害の身

体障害者 

顎下部等にあてた電

動板を駆動させ、経皮

的に音源を口腔内に

導き、構音化するもの 

70,100円 ５年

  

  

排泄管

理支援

用具 

紙おむつ等 次のいずれかに該当する者 

（１） 直腸又はぼうこう機能障

害の身体障害者であって、スト

マの著しい変形等によりストマ

装具が使用困難であるもの 

（２） 乳幼児期以前の非進行性

の病変による運動機能障害の身

体障害者（３歳以上の者に限

る。）であって、排尿又は排便

の意思表示が困難であるもの 

紙おむつ、洗腸用具、

サラシ、ガーゼ等の衛

生用品 

１月

12,360円

なし

ストマ装具

（蓄便袋） 

人工肛門を造設した直腸機能障害

の身体障害者 

低刺激の粘着剤を使

用した密封型又は下

部開放型の収納袋（皮

膚保護材及び袋を身

体に密着させるもの

を含む。） 

１月

8,858円

 

なし

ストマ装具

（蓄尿袋） 

人工ぼうこうを造設したぼうこう

機能障害の身体障害者 

低刺激の粘着剤を使

用した密封型の収納

袋で尿処理用のキャ

ップ付きのもの（皮膚

保護材及び袋を身体

に密着させるものを

含む。） 

１月

11,639円

なし

収尿器 身体障害者（３歳以上の者に限

る。）であって、脊髄損傷等によ

る排尿機能の障害のために収尿器

の使用を必要とするもの 

採尿器と蓄尿器で構

成し、尿の逆流防止装

置をつけるもの 

8,500円 １年

別表第２（第６条関係） 
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所得区分 対象者世帯の階層 負担上限月額 

Ａ ＢからＤまでに掲げる者以外のもの 37,200円

（一般） 

Ｂ 

（低所得２） 

Ｃ及びＤに掲げる者以外の者であって次の１又は２に該

当するもの 

24,600円

１ 市民税世帯非課税者（対象者又は対象者と同一世帯に属

する者のうち、障害者自立支援法施行令第４３条の２第１

項で定めるものが用具の給付の申請のあった月の属する

年度（用具の給付の申請のあった月が４月から６月までの

場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市民

税所得割を課されていない者をいう。以下Ｃにおいて同

じ。） 

 ２ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が要保護者 

 市民税世帯非課税者であって次の１又は２に該当する者 

Ｃ 

（低所得１） 

１ 用具の給付の申請のあった月の属する年の前年（用具の

給付の申請のあった月が１月から６月までの場合にあっ

ては、前々年とする。）中の公的年金の合計所得金額及び

用具の給付の申請のあった月の属する年の前年に支給さ

れた国民年金法に基づく障害基礎年金等を合計した金額

の合計金額が８０万円以下である者 

15,000円

 ２ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が要保護者 

Ｄ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者が被保護者又

は要保護者 

０円

（生活保護） 

様式第１号（第４条関係） 

日常生活用具給付申請書 

第   号 

年  月  日 

大和高田市長 殿 

申 請 者           

住  所           

氏  名        印  

対象者との続柄           

電話番号           

日常生活用具の給付を受けたいので、次のとおり申請します。なお、当該申請に係る決定をする

ために私の世帯の住民登録資料、税務資料等について、各関係機関に対して調査、照会及び閲覧す

ることを承諾します。 

対 

象 

者 

住  所 
 

電話 

フリガナ 

氏  名 

 

生年月日  性別  男・ 女 

障害者手帳 

障 害 名 

手帳番号 第   号 交付年月日 年  月  日 

障害種別 第   種   級 

世帯

状況 

氏名 続柄 生年月日 職業 

    

所 得 区 分 Ａ 一般  Ｂ 低所得２  Ｃ 低所得１  Ｄ 生活保護 

市民税世帯非課税者で、対

象者が障害基礎年金等を

受給している場合 

障害基礎年金の額         円 

給付を受ける日常生活用

具の名称 
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備     考 
 

様式第２号（第４条関係） 

調  査  書 

申請受理番号     第   号 申請受理年月日     年  月  日 

対

象

者 

氏名  性別  生年月日     年  月  日 

住所 
 

手帳番号 奈良県第   号 
障 害 名  

障害等級    第    種    級 

世 

帯 

状 

況 

氏  名 続柄 課税区分 

   

市民税所得割（円） 非課税収入状況等（円） 備  考 

   

給付する用具（型） 予定価格（円） 自己負担額（円） 公費負担額（円） 

    

所得区分 Ａ 一般  Ｂ 低所得２  Ｃ 低所得１  Ｄ 生活保護 

負担上限月額     円 

特記事項 

 

 上記のとおり確認しました。 

年  月  日 

調査員          印   

様式第３号（第４条関係） 

日常生活用具給付決定通知書 

第   号 

年  月  日 

 

        様 

大和高田市長        印  

 

     年  月  日付けで申請のありました日常生活用具の給付について、次のとおり決

定したので通知します。 

給付番号 第   号 給付等決定年月日    年  月  日 

氏  名 
 

手 帳 番 号 奈良県第   号 

事業者名  

事業者の住所 

 

 

電話             

給付する日常生活用具名 

（形式・規模等） 
価  格（円） 自己負担額（円） 公費負担額（円） 

    

注 意 事 項 

 給付された日常生活用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

転貸し、又は担保に供することは、固く禁じられています。違反した場

合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還してもらうことが

あります。 
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様式第４号（第４条関係） 

日 常 生 活 用 具 給 付 券 

①給付番号  ②給付券発行年月日 
 

③対象者氏名  ④生年月日  

⑤住所  

⑥給付する用具名 

（形式・規模等） 
⑦価格（円） ⑧自己負担額（円） ⑨公費負担額（円） 

    

⑩事業者名 
 

⑪事業者の住所 

 

 

電話             

 上記のとおり決定する。 

     年  月  日 

大和高田市長        印   

⑫事業者が用具を納入し

た日 
     年   月   日 

⑬事業者名及び受領日 
     年   月   日 

印  

⑭対象者の氏名及び印 印  

⑮検収者 印  

特 記 事 項 
 

（注）①から⑪まで及び⑮は市長が、⑫及び⑬は用具を納入した事業者が、⑭は用具の給付を受け

た者が記入する。 

様式第５号（第４条関係） 

日常生活用具給付却下決定通知書 

第   号 

年  月  日 

        様 

大和高田市長        印   

     年  月  日付けで申請のありました日常生活用具の給付について、下記の理由に

より却下することを決定しましたので通知します。 

記 

１ 申請事項 

 

２ 却下の理由 

 

  この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内に、大和高田市長に対して異議申立てすることができます（なお、この決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。）。 

  この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大

和高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌
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日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の異議申立てをした場合

には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

告示第告示第告示第告示第１６１６１６１６号号号号    

    住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができると共に、当該異議申立ての決定に不服があるとき

は、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請求

をすることができる。 

  平成２３年２月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１.職権消除日     平成２３年２月１７日 

２.職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

告示第告示第告示第告示第１７１７１７１７号号号号    

平成２３年３月３日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 

  平成２３年２月２４日 

大和高田市長  吉 田 誠 克   

 

告示第告示第告示第告示第１８１８１８１８号号号号 

 最終差押予告書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、

送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり

公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付します。 

  平成２３年２月２４日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 差押調書の発送年月日   平成２３年２月１５日 

２ 送達を受けるべき者    市役所前の掲示場に掲示済み。 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示告示告示告示第第第第１９１９１９１９号号号号    

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０

条第 1項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の

縦覧に供する。 

  平成２３年２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 都市計画の種類及び名称 

  名 称   大和都市計画大和高田市流域関連公共下水道 



平成２３年３月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６６号 

 31

２ 都市計画を定める土地の区域 

  昭和５４年１月大和高田市告示第１号、平成元年９月大和高田市告示第３９号、平成６年１月大

和高田市告示第７号及び平成１６年９月告示第９１号の都市計画を定める区域に大和高田市

大字池尻、大字神楽、大字池田、大字野口及び大字根成柿地内の各一部を加え、大和高田市大

字築山、神楽１丁目、神楽２丁目、大字有井、日之出西本町、北本町、西町、大字大中、大中

東町、大中南町、礒野北町、礒野東町、磯野町、礒野南町、礒野新町、大字礒野、春日町１丁

目、春日町２丁目、大字東中及び東中１丁目地内の各一部を削る。  

３ 都市計画案の縦覧場所 

  大和高田市 上下水道部 下水道課 

 

告示第告示第告示第告示第２０２０２０２０号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定に 

より自転車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例

第１０条第１項の規定により告示します。 

  平成２３年２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため 

２．移動年月日 

平成２３年２月３日、同月７日、同月９日、同月１５日、同月１７日、同月２３日、同月２８日 

３．移動対象区域 

  近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域 

４．保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 

  移動日から６０日間。ただし、祝日は除く。 

６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

７．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第告示第告示第告示第２１２１２１２１号号号号    

 平成２２年度未納市税の督促について郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所

等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規

定により、次のとおり公示送達します。 
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 なお、公示送達に係る書類は、財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

  平成２３年２月２８日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日   平成２３年２月１８日 

２ 送達を受けるべき者    市役所前の掲示場に掲示済み。 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 
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公売公告兼見積価額公告 
公告第公告第公告第公告第２６２６２６２６号号号号    

 下記のとおり差押財産の公売を行いますので、国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９５

条及び第９９条の規定により公告します。 

  平成２３年２月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

公 売 財 産 の 内 容 別紙のとおり 

公売保証金及び見積価額 別紙のとおり 

公 売 の 方 法 せり売り 

公売参加申込受付期間 
平成２３年２月１６日１３時００分から 

平成２３年２月２８日２３時００分まで 

公 売 保 証 金 納 付 期 間 
平成２３年２月１６日１３時００分から 

平成２３年２月２８日２３時００分まで 

入 札 期 間 
平成２３年３月４日１３時００分から 

平成２３年３月６日２３時００分まで 

公 売 場 所 ヤフー株式会社が提供するインターネット公売システム 

売 却 決 定 日時 平成２３年３月７日１０時００分 場所 収納対策室 

買 受 代 金 納 付 期 限 平成２３年３月１７日１４時３０分 

買 受 人 に つ い て の 

資 格 そ の 他 の 要 件 

  以下のいずれかに該当する方は、公売に参加すること及び財産を買い

受けることができません。 

 １ 大和高田市が定める「インターネット公売ガイドライン」の内容

を承諾せず、又は遵守できない方 

 ２ ２０歳未満の方（親権者を代理人とするときは除きます。） 

３ 日本語を完全に理解できない方（日本語を理解できる代理人がい

る場合は除きます。） 

 ４ 国税徴収法第９２条（買受人の制限）又は同法１０８条第１項（

公売参加者の制限）に該当する方 

 ５ 公売財産の買受について一定の資格その他の条件を必要とする場

合で、これらの資格などを有していない方 

 ６ 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方（その代理人が日本国

内に住所または連絡先がある場合は除きます。） 

 

 

 

そ 

の 

他 

１ 公売に参加するためには、上記公売保証金納付期限までに、公売財産の売却区分ごとに公

売保証金を納付 

 していただく必要があります。 

２ 公売による権利移転に伴う費用（移転登記の登録税等）は買受人の負担となります。 

３ 公売財産に係る市税の完納の事実が買受代金納付の前に証明されたとき、又は買受代金納

付後であっても取り消すべき重大な理由があるときは、売却決定を取り消します。 

４ 大和高田市は、公売財産について瑕疵（かし）担保責任を負いません。 

５ 買受代金の納付期限について、国税徴収法第１１５条第２項の規定により大和高田市が必

要と認めるときは、３０日を限度として延長することがあります。 

６ その他については、大和高田市インターネット公売ガイドラインによります。当ガイドラ

インは、大和高田市公式サイト上に掲載しています。 

配当を受ける者の権利の申出について 

 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他この財産の売却代金から配当を受ける

ことができる権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに「債権現在額申立書」により

申し出てください。 

 なお、「債権現在額申立書」の用紙は下記担当部署に用意しています。 

※問い合わせ先 大和高田市財務部収納対策室 ℡０７４５－２２－１１０１(内線２３８) 

公公公公    告告告告    
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公売公告兼見積価格広告（別紙） 

公売財産公売財産公売財産公売財産、、、、公売保証金及公売保証金及公売保証金及公売保証金及びびびび見積見積見積見積価額一覧価額一覧価額一覧価額一覧    

売却区分の番号 公売財産の名称、数量、内容及び保管場所 公売保証金 見 積 価 額 

２２－２９ 

名 称  和装（草履・バッグ）金色 

数 量  １セット 

内 容  草履一足・バッグ１個 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１００円 １，０００円 

２２－３０ 

名 称  和装（草履・バッグ）白色 

数 量  １セット 

内 容  草履一足・バッグ１個 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１００円 １，０００円 

２２－３１ 

名 称  電気保温バスケット 

数 量  １個 

内 容   保温器具 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１００円 ５００円  

２２－３２ 

名 称  有田焼 小鉢 

数 量  １式 

内 容   小器５ 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１００円 １，０００円 

２２－３３ 

名 称  大理石 煙具 

数 量  １個 

内 容  灰皿、煙草器 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１００円 １００円 

２２－３４ 

名 称  額縁付絵画（花） 

数 量  １点 

内 容  額縁付絵画 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１００円 ５００円 

２２－３５ 

名 称  中華鍋セット 

数 量  １セット 

内 容  鍋１・おたま１ 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１００円 １，０００円 

２２－３６ 

名 称  花瓶（ガラス製） 

数 量  １個 

内 容  花瓶１ 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１００円 ５００円 

２２－３７ 

名 称  土鍋セット 

数 量  １セット 

内 容  土鍋１、取器５ 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１５０円 １，５００円 

２２－３８ 

名 称  耐熱ガラス製フライパンセット 

数 量  １セット 

内 容  ﾌﾗｲﾊﾟﾝ１、鍋（蓋付）大･小各１ 

保管場所 大和高田市収納対策室 

２００円 ２，０００円 

２２－３９ 

名 称  電気スタンド 

数 量  １個 

内 容  電気スタンド 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１００円 ５００円 
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２２－４０ 

名 称  センサーライト 

数 量  １個 

内 容  センサーライト 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１００円 ５００円 

２２－４１ 

名 称  玉置物（鶴） 

数 量  １台 

内 容  玉､台 

保管場所 大和高田市収納対策室 

５，０００円 ５０，０００円 

２２－４２ 

名 称  香炉（象） 

数 量  １個 

内 容  香炉 

保管場所 大和高田市収納対策室 

２，５００円 ２５，０００円 

２２－４３ 

名 称  鯉〔銅製〕 

数 量  １個 

内 容  銅 

保管場所 大和高田市収納対策室 

８００円 ８，０００円 

２２－４４ 

名 称  紫檀（小物入） 

数 量  １個 

内 容  小物入 

保管場所 大和高田市収納対策室 

３００円 ３，０００円 

２２－４５ 

名 称  稲荷置物一対（陶器） 

数 量  １対 

内 容  陶器 

保管場所 大和高田市収納対策室 

 ３００円 ３，０００円 

２２－４６ 

名 称  香炉（九谷焼） 

数 量  １個 

内 容  陶器 

保管場所 大和高田市収納対策室 

３００円 ３，０００円 

２２－４７ 

名 称  花器（信楽焼） 

数 量  １個 

内 容  陶器 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１５０円 １，５００円 

２２－４８ 

名 称  木彫大黒天 

数 量  １1個 

内 容  一棟彫 

保管場所 大和高田市収納対策室 

１５０円 １，５００円 

２２－４９ 

名 称  ブリタニカ国際大百科 

数 量  １セット 

内 容  百科辞典２２冊 

保管場所 大和高田市収納対策室 

２００円 ２，０００円 

２２－５０ 

名 称  ブリタニカ国際地図 

数 量  １冊 

内 容  地図辞典 

保管場所 大和高田市収納対策室 

２００円 ２，０００円 

 

公告第公告第公告第公告第２７２７２７２７号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年２月４日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市総合公園造園工事１工区 

２ 工事場所 大和高田市曽大根地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の造園工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）有効期限内に経営事項審査を受けている者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）直近の経営規模等評価結果通知書の写しを提出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２３年２月４日（金）から平成２３年２月８日（火）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年２月８日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年２月４日（金）から平成２３年２月１０日（木）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年２月４日（金）から平成２３年２月１０日（木）

まで 
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（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年２月１４日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年２月１６日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年２月１７日（木）午前１０時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥３，９６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第２８２８２８２８号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年２月４日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市総合公園造園工事２工区 

２ 工事場所 大和高田市曽大根地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の造園工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）有効期限内に経営事項審査を受けている者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）直近の経営規模等評価結果通知書の写しを提出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２３年２月４日（金）から平成２３年２月８日（火）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年２月８日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年２月４日（金）から平成２３年２月１０日（木）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年２月４日（金）から平成２３年２月１０日（木）

まで 
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（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年２月１４日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年２月１６日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年２月１７日（木）午前１０時１０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比較

価格 

￥３，７９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第２９２９２９２９号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年２月１０日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 中和幹線土庫東交差点道路照明灯設置工事 

２ 工事場所 大和高田市土庫地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３０日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の電気工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月１５日（火）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年２月１６日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月１８日

（金）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月１８日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後４時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 
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ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年２月１８日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年２月２４日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年２月２５日（金）午前９時３０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，０００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第３０３０３０３０号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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１ 工事名 日之出町地内児童公園整備工事 

２ 工事場所 大和高田市日之出町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＥであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月１５日（火）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年２月１６日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月１８日

（金）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月２２日（火）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 
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ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年２月２３日（水）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年２月２４日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年２月２５日（金）午前１０時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，８６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第３１３１３１３１号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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１ 工事名 根成柿他地内排水路改良工事 

２ 工事場所 大和高田市根成柿他地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＥであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月１５日（火）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年２月１６日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月１８日

（金）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月２２日（火）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 
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ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年２月２３日（水）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年２月２４日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年２月２５日（金）午前１０時１０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，１６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第３２３２３２３２号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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１ 工事名 中和幹線中央分離帯整備工事 

２ 工事場所 大和高田市土庫地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＥであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月１５日（火）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年２月１６日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月１８日

（金）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年２月１０日（木）から平成２３年２月２２日（火）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 
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ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年２月２３日（水）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年２月２４日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年２月２５日（金）午前１０時２０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥８８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第３３３３３３３３号号号号    

 神楽公園の供用を開始するので、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定により

公告します。 

平成２３年２月２４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．名   称    神楽公園  
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２．所   在    大和高田市神楽２丁目３８８－６ 

３．供用開始日    平成２３年３月１日 

 

公告第公告第公告第公告第３４３４３４３４号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年２月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市総合公園造園工事３工区 

２ 工事場所 大和高田市曽大根地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の造園工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）有効期限内に経営事項審査を受けている者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）直近の経営規模等評価結果通知書の写しを提出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２３年２月２５日（金）から平成２３年３月１日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年３月１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明 入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説
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書（仕様書）

の閲覧等 

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年２月２５日（金）から平成２３年３月４日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年２月２５日（金）から平成２３年３月３日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年３月４日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年３月８日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年３月９日（水）午前１０時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥３，３１０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札
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を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第３５３５３５３５号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年２月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市総合公園造園工事４工区 

２ 工事場所 大和高田市曽大根地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の造園工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）有効期限内に経営事項審査を受けている者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）直近の経営規模等評価結果通知書の写しを提出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２３年２月２５日（金）から平成２３年３月１日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年３月１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）

参加資格確認通知書及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 
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８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年２月２５日（金）から平成２３年３月４日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年２月２５日（金）から平成２３年３月３日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年３月４日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年３月８日（火）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年３月９日（水）午前１０時１０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥３，２２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 
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２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第３６３６３６３６号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年２月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 甘田町地内排水路改良工事 

２ 工事場所 大和高田市甘田町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式につ

いては、大和高田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２３年２月２８日（月）から平成２３年３月４日（金）

まで。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年３月４日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 
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８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２３年２月２８日（月）から平成２３年３月４日（金）

まで。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大字大中１００－１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年２月２８日（月）から平成２３年３月７日（月）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後４時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年３月７日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年３月１０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年３月１１日（金）午前９時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，５９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札
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を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

教育委員会規則第１号 

 大和高田市教育委員会審議会等の会議の公開に関する規則を次のように定める。 

  平成２３年２月１６日 

大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

   大和高田市教育委員会審議会等の会議の公開に関する規則 

 大和高田市教育委員会に設置された審議会等に係る大和高田市審議会等の会議の公開に関する条例

（平成２２年条例第３６号）の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、大和

高田市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則（平成２２年規則第４０号）の例による。 

   附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第２２２２号号号号    

 大和高田市教育委員会２月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２３年２月２日 

                             大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

記 

 日 時  平成２３年２月８日（火）午後２時００分 

 場 所  さざんかホール ４階 会議室 

 議 案  第１号 大和高田市教育委員会審議会等の会議の公開に関する規則（案）について 

第２号 第４３回大和高田市少年武道大会実施要項（案）について 

第３号 平成２３年度学校教育の指導方針（案）について 

第４号 後援願いについて 

第５号 その他 

 

教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第３３３３号号号号    

 大和高田市教育委員会３月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２３年２月２３日 

大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

記 

 日 時  平成２３年３月１日（火）午後１時００分 

 場 所  中央公民館 ２階 会議室 

 議 案  第１号 夜間学級の就学に係る費用の徴収に関する規則（案）について 

第２号 第６４回大和高田市民体育大会《種目別大会》実施要項（案）について 

第３号 後援願いについて 

第４号 その他

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    
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選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３３３３号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年２月１４日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年２月１８日（金）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 西会議室 

３ 議 案  第１号 農業委員会委員選挙人名簿の調製について 

第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４４４４号号号号    

 平成２３年１月１日現在で調製した大和高田市農業委員会委員選挙人名簿を平成２３年２月２３日

から平成２３年３月９日までの間、毎日午前８時３０分から午後５時まで、次の場所で縦覧に供する。 

  平成２３年２月１８日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

記 

 縦覧場所 大和高田市大字大中１００番地の１ 

      大和高田市役所 ３階 選挙管理委員会事務室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第５５５５号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年２月２５日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年３月２日（金）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 西会議室 

３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 選挙人名簿の定時登録について 

       第３号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６６６６号号号号    

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項及び第３０条の７第１項の規定により、

平成２３年３月３日から平成２３年３月７日までの間、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名

及び住所等を記載した書面並びに在外人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載した

書面の縦覧場所は、次のとおりである。 

  平成２３年２月２８日 

大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 清 一   

 縦覧場所 大和高田市大字大中１００番地の１ 

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
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      大和高田市役所 ３階 選挙管理委員会事務室 

 

 

 

農業委員会告示第農業委員会告示第農業委員会告示第農業委員会告示第３３３３号号号号    

 大和高田市農業委員会３月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年３月１日 

大和高田市農業委員会 

会長 水 井 豊   

日 時  平成２３年３月１１日（金）午後３時００分 

場 所  高田消防署 ２階 大会議室 

  議 案  第１号 農地法第４条規定による申請の件 

       第２号 農地法第５条規定による申請の件 

       第３号 農地法第１８条第６項について通知の件 

       第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画に

ついて 

       第５号 その他 

 

 

 

監査委員告示第監査委員告示第監査委員告示第監査委員告示第１１１１号号号号    

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、平成２２年度定期監査を実施したので、その結果を同

条第９項の規定により公表します。 

  平成２３年２月２４日 

大和高田市監査委員 吉 井 保 次   

友 田 順 子 

１．監査の対象 

   改 革 推 進 局 

   企 画 政 策 部  企画法制課・秘書課・広報情報課・人事課 

   財 務 部  財政課・財産管理課・税務課・収納対策室 

   市 民 部  市民課・人権施策課・産業振興課・自治振興課・生活安全課 

   福 祉 部  社会福祉課・保護課・児童福祉課・保育課（高田こども園、片塩保育

所、北保育所、浮孔保育所、高田西保育所） 

   保 健 部  健康増進課・介護保険課・地域包括支援課・保険医療課 

   環 境 建 設 部  土木管理課・建築住宅課・都市計画課・環境衛生課・契約監理室・ク

リーンセンター（企画総務課、美化推進課、環境整備課） 

   上 下 水 道 部  水道総務課・水道工務課・下水道課 

   会 計 課   

   教 育 委 員 会  教育総務課（高田小学校、片塩幼稚園・小学校、菅原幼稚園・小学校、

浮孔西幼稚園・小学校、片塩中学校、高田西中学校）・学校教育課（上

記の幼稚園、小学校、中学校）・生涯学習課・体育振興課・青少年課・

商業高校事務管理課・文化振興課 

監査委員監査委員監査委員監査委員    

農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    
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   議 会 事 務 局  庶務課 

   監 査 委 員 事 務 局   

   市 立 病 院  総務企画課・医療情報企画課・看護専門学校・訪問看護ステーション・

栄養管理科 

２．監査の期間 

前 期  平成２２年１０月２０日から平成２２年１２月１７日まで 

後 期  平成２３年１月２１日及び平成２３年１月２４日 

３．監査の方法 

  監査資料として、帳票、帳簿、書類等の提出を求め、予算及び事務事業の執行が計画的・効率的

におこなわれているか、その手続きは適切か、会計処理は法令等に従っているか等の審査をおこな

った。また、内容聴取については、各所属長から監査時点（９月・１２月末日現在）までの所管事

務事業の進捗状況及び財政健全化に向けての取り組みについての説明を受け、質疑応答の方法で実

施した。 

４．提出書類 

  定期監査実施にともなう資料と諸帳簿については、監査の前期対象課は平成２２年９月末日、後

期対象課は１２月末日までを監査対象とした。主な提出書類は次のとおりである。 

 （１） 資料 

   ① 事務分担表 

   ② 所属別歳入歳出執行状況表 

   ③ 業務等執行状況表 

   ④ 物品購入・請負（工事を除く。）・賃貸借契約状況表 

   ⑤ 工事施工一覧表 

   ⑥ 業務委託料の契約状況表 

   ⑦ 負担金補助及び交付金、財政援助的な委託料明細表 

   ⑧ その他 

 （２） 諸帳簿 

   ① 旅行命令簿兼旅費請求書 

   ② 契約書 

   ③ 補助金・委託料 

   ④ 調定伺簿 

   ⑤ 交際費出納簿 

   ⑥ 文書件名簿 

   ⑦ 文書管理表 

   ⑧ 勤務状況整理台帳 

   ⑨ 時間外勤務命令兼報告書 

   ⑩ 通勤届出書 

   ⑪ 公用車運行日誌 

   ⑫ その他 

５．監査の結果 
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  財務及び経営に関する事務の執行及び事務事業の執行状況等は、おおむね適正に処理されている

と認められた。 

しかしながら、事務執行の一部において、依然として注意又は検討を要するものが見受けられた。

これらの指摘事項については例年指摘しており、その都度改善報告書を提出いただいているにもか

かわらず、同じ指摘を繰り返す部署が見受けられる。 

財政再建目的に策定された集中改革プラン以降、定員適正化計画により減り続けている職員の事

務負担量は、地方権限移譲や市民ニーズの多様化もともなって増えてきていると思われるが、今後

の事務執行にあたっては、効果的な行政運営や効率的な事務の見直しを鑑み、法令遵守に留意する

とともに、事務研修等で職員の資質向上に努められたい。 

この監査結果を指摘された部局等にとどまらず、すべての所属における共通の課題ととらえて、

管理職等のチェック体制の強化と責任の明確化を図り、適正な事務処理をされるよう職員への周知

徹底を要望する。 

なお、監査の都度、関係者に所見は述べたが、各部局等に対する指摘事項及び所見は次のとおり

である。 

以下省略（市役所前に掲示済み。） 

 

 

 

 

企業管理規程第企業管理規程第企業管理規程第企業管理規程第１１１１号号号号    

 大和高田市水道料金等徴収嘱託員に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２３年２月１０日 

大和高田市水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市水道料金等徴収嘱託員に関する規程の一部を改正する規程 

 大和高田市水道料金等徴収嘱託員に関する規程（昭和６０年企業管理規程第１号）の一部を次のよ

うに改める。 

 第２条第３項に次のただし書を加える。 

  ただし、満７０歳を限度とし、年度の途中において満７０歳に達した場合は、当該年度の末日ま

でとする。 

 第７条第１項第２号イ中「２３０円」を「１００円」に改め、同号ウ中「２，６００円」を「１，

６００円」に改める。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

企業管理規程第企業管理規程第企業管理規程第企業管理規程第２２２２号号号号    

 大和高田市水道事業電気工作物保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２３年３月１日 

大和高田市水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市水道事業電気工作物保安規程の一部を改正する規程 

 大和高田市水道事業電気工作物保安規程（昭和４５年企業管理規程第７号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条を次のように改める。 

 （趣旨） 

公営企業公営企業公営企業公営企業    
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第１条 この規程は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。）第４２条第１

項の規定に基づき、大和高田市水道事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用に関する保

安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。 

 第２条中「における」を削り、「運用」を「運用に関する保安」に改める。 

 第３条第１項中「及び」を「又は」に、「法第７２条」を「法第４３条」に改め、「主任技術者を

いう。」の次に「以下同じ。」を加える。 

   附 則 

 この規程は、告示の日から施行する。 


